
（宇部線厚東川橋りょう右岸下流側基部）

（宇部線厚東川橋りょう左岸下流側基部）

（旧厚東川大橋右岸下流側基部跡に設置した標識）

（旧厚東川大橋左岸下流側基部跡に設置した標識）（基点Ｃから護岸沿いに下流へ５０ｍ）

（基点Ｃから護岸沿いに下流へ８０ｍ） （基点Ｄから護岸沿いに下流へ５０ｍ）

（基点Ｄから護岸沿いに下流へ８０ｍ）

（厚東川橋りょう右岸下流側基部）

基点Ｇ （大字藤曲２５７５番地に設置した標識）

藻類養殖業

区第211号

山口県ＨＰ公表用
R5.9.1免許 区第211号


